
当院は、保険医療機関です。 
 

各法令による医療機関の指定関係 

・健康保険法による保険医療機関指定 

・日雇労働者健康保険法等、各種健康保険組合法の保険医療機関指定 

・生活保護法による医療扶助担当機関 

・労働者災害補償保険法による医療機関指定 

・結核予防法指定医療機関 

・障害者自立支援法による指定自立支援医療機関の指定（精神通院療法） 

・救急指定 

・公職選挙法による不在者投票施設の指定 

 


